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委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
補
正
予
算
案

一
件
と
条
例
案
件
一
件
に
つ
い
て
審
査

を
行
い
ま
し
た
。
第
六
号
議
案
「
平
成

十
四
年
度
春
日
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
六
号
）」
は
、
歳
出
で
は
ほ
と
ん
ど

の
項
目
が
執
行
残
で
国
民
健
康
保
険
事

業
特
別
会
計
繰
出
金
、
介
護
保
険
事
業

繰
出
金
、
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会

計
繰
出
金
が
大
き
く
減
額
し
、
ま
た
子

育
て
支
援
複
合
施
設
建
設
事
業
、（
仮

称
）
第
十
二
小
学
校
施
設
整
備
事
業
が

未
執
行
で
減
額
さ
れ
た
結
果
、
財
政
調

整
基
金
積
立
金
四
億
八
千
三
百
万
円
を

増
額
が
で
き
た
旨
の
説
明
を
受
け
、
全

員
が
原
案
を
可
決
す
る
こ
と
に
賛
成
し

ま
し
た
。
次
に
第
一
号
議
案
「
春
日
市

部
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
」
に
つ
い
て
は
今
回
の
条
例
改
正

に
伴
い
総
務
部
の
中
に
新
設
さ
れ
る
管

財
課
の
所
掌
事
務
に
市
営
住
宅
の
管
理

一
切
が
移
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ

ま
で
と
変
わ
ら
ぬ
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
低

下
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
に
と
の
意
見
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

付
託
を
受
け
た
二
十
四
号
議
案
は
、

宗
像
市
と
玄
海
町
の
合
併
に
伴
っ
て
、

福
岡
都
市
圏
の
市
町
村
の
図
書
館
を
相

互
に
貸
出
利
用
す
る
こ
と
の
一
部
を
変

更
す
る
た
め
の
協
議
を
行
う
た
め
の
議

案
で
し
た
。
審
査
の
結
果
全
員
が
賛
成

し
ま
し
た
。

「
春
日
市
の
小
学
校
へ
の
養
護
学
級

の
設
置
並
び
に
、
く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ
卒

園
後
の
治
療
的
リ
ハ
ビ
リ
の
継
続
に
関

す
る
請
願
」
に
つ
い
て
は
「
障
害
者
と
、

そ
の
家
族
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な

施
策
で
あ
り
、
請
願
者
の
意
向
は
十
分

理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
現
行
の
法
律

の
も
と
で
の
養
護
学
級
の
設
置
に
つ
い

て
は
、
文
部
科
学
省
の
方
針
が
決
定
し

て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
困
難
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
十
分
な
研
究
・

検
討
が
必
要
で
あ
る
。
当
面
は
筑
紫
地

区
内
に
県
立
も
し
く
は
組
合
立
の
養
護

学
校
を
建
設
す
る
よ
う
県
に
強
く
要
請

す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
、

全
員
が
継
続
審
査
と
す
る
こ
と
に
賛
成

し
ま
し
た
。

補
正
予
算
三
件
、
議
案
七
件
の
全
議

案
を
可
決
し
た
。
議
論
と
な
っ
た
の
は

第
二
号
議
案
「
春
日
市
介
護
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
」
で
あ
る
。
本
案
は
第
二
期
（
平

成
十
五
か
ら
十
七
年
度
ま
で
）
の
介
護

保
険
給
付
に
対
応
す
る
た
め
、
第
一
号

被
保
険
者
（
六
十
五
歳
以
上
）
の
基
準

保
険
料
を
年
額
三
万
三
千
九
百
三
十
六

円
、
月
額
二
千
八
百
二
十
八
円
か
ら
年

額
三
万
九
千
百
二
十
円
、
月
額
三
千
二

百
六
十
円
に
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

保
険
料
の
減
免
制
度
の
導
入
も
な
さ

れ
て
い
る
。
改
定
の
主
な
要
因
は
歳
入

が
減
り
、
給
付
費
の
伸
び
率
が
三
〇
％

増
と
推
定
さ
れ
、
高
齢
化
率
も
上
昇
し

て
お
り
、
保
険
者
数
は
、
平
成
十
四
年

度
で
は
平
均
一
万
二
千
四
百
三
十
八
人

だ
が
、
平
成
十
七
年
度
一
万
四
千
三
百

二
十
一
人
と
な
る
見
込
み
と
な
り
、
第

二
期
介
護
保
険
事
業
で
必
要
な
保
険
給

付
に
対
応
す
る
た
め
に
第
一
号
被
保
険

者
の
保
険
料
の
引
き
上
げ
を
す
る
も
の

で
あ
る
。
全
員
が
賛
成
し
ま
し
た
。

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
は
十

議
案
で
し
た
。
こ
の
う
ち
平
成
十
四
年

度
の
補
正
予
算
の
二
議
案
は
、
十
日
の

委
員
会
で
、
全
員
一
致
で
可
決
し
ま
し

た
。残

り
の
八
議
案
に
つ
い
て
は
、
十
九

日
の
委
員
会
で
、
い
ず
れ
の
議
案
も
全

員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

委
員
会
と
し
て
採
決
に
当
た
っ
て
特

に
意
見
を
付
し
た
の
は
二
議
案
で
す
。

駐
車
場
事
業
特
別
会
計
予
算
で
は
、

今
後
利
用
料
の
大
幅
な
ア
ッ
プ
が
見
込

め
ず
、
公
債
費
の
支
払
い
を
行
え
ば
管

理
費
も
生
み
出
せ
な
い
現
状
に
お
い
て

は
、
過
去
、
こ
の
会
計
が
一
般
会
計
に

多
大
な
貢
献
を
し
て
き
た
こ
と
等
を
考

慮
に
い
れ
て
、
こ
の
会
計
の
あ
り
方
の

抜
本
的
見
直
し
を
要
求
し
ま
し
た
。

下
水
道
事
業
会
計
に
つ
い
て
は
、
多

大
な
市
債
の
返
済
、
第
二
終
末
処
理
場

の
建
設
、
料
金
体
系
の
見
直
し
等
課
題

が
山
積
し
て
お
り
、
今
後
の
政
策
的
判

断
の
必
要
性
と
水
洗
化
未
接
続
の
接
続

促
進
を
強
く
要
望
し
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
平
成
十
五
年

度
春
日
市
一
般
会
計
予
算
の
一
議
案
で

し
た
。
委
員
会
は
一
日
目
に
正
副
委
員

長
の
互
選
と
審
査
日
程
を
決
定
し
、
議

案
審
査
は
四
日
間
行
い
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
、
市
財
政
の
根
幹
で
あ

る
市
税
と
国
か
ら
配
分
さ
れ
る
地
方
交

付
税
が
総
額
で
十
二
億
円
減
額
さ
れ
る

な
か
で
市
債
発
行
額
を
四
億
六
千
六
百

万
円
抑
制
し
て
い
る
予
算
の
特
徴
を
確

認
し
ま
し
た
。

歳
出
に
つ
い
て
、
十
六
名
の
委
員
が

三
十
七
の
事
業
に
つ
い
て
質
疑
と
効
果

を
あ
げ
る
た
め
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
議
論
が
特
に
集
中
し
た
の
は
、

（
仮
称
）
第
十
二
小
学
校
用
地
取
得
事

業
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
問
題
、
連

続
立
体
交
差
事
業
、
下
白
水
交
番
移
転

問
題
で
し
た
。
採
決
の
結
果
は
賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
。

本
特
別
委
員
会
の
設
置
目
的
は
、
市

道
第
一
〇
六
三
号
路
線
道
路
改
築
工
事

の
事
業
に
対
す
る
様
々
な
言
動
が
、
相

互
の
不
信
を
惹
起
し
た
こ
と
か
ら
、
相
互

の
不
信
を
一
掃
し
真
相
を
解
明
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
、
八
回
に
わ
た
る
委
員
会
の

調
査
を
実
施
し
た
が
真
相
の
解
明
に
至
ら

ず
、
こ
れ
以
上
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
た
め
調
査
を
終
了
し
た
。
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視点・論点 ３月定例会

３月定例会において、各常任委員会及び特別委員会で議論となったものを各委員長がまとめたものです。


